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議案第１号 

 

   太田市教育委員会委員任命の同意について 

 太田市教育委員会委員野村路子は、令和６年４月２７日任期満了に

なるため、その後任に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 住  所 

２ 氏  名 

３ 生年月日 
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議案第２号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員松島茂は、令和６年６月３０日任期満了になるため、

後任候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第３号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員増田文江は、令和６年３月３１日任期満了となり、人

権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第９条ただし書の規定に

より、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行うところ、後任候

補者に次の者を推薦したいので、同法第６条第３項の規定により、議

会の意見を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第４号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員塚田清美は、令和６年６月３０日任期満了になるため、

後任候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第５号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員橋本誠次は、令和６年３月３１日任期満了になるため、

後任候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

３ 生年月日   
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議案第６号 令和５年度太田市一般会計補正予算（第９号）につい 

て 別冊 

議案第７号 令和５年度太田市国民健康保険特別会計補正予算（第 

２号）について 別冊 

議案第８号 令和５年度太田市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

について 別冊 

議案第９号 令和５年度太田市下水道事業等会計補正予算（第３号） 

について 別冊 
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議案第１０号 令和６年度太田市一般会計予算について 別冊 

議案第１１号 令和６年度太田市国民健康保険特別会計予算について 

別冊 

議案第１２号 令和６年度太田市後期高齢者医療特別会計予算につい

て 別冊 

議案第１３号 令和６年度太田市八王子山墓園特別会計予算について 

別冊 

議案第１４号 令和６年度太田市介護保険特別会計予算について 別

冊 

議案第１５号 令和６年度太田市太陽光発電事業特別会計予算につい 

て 別冊 

議案第１６号 令和６年度太田市下水道事業等会計予算について 別

冊 



8 

議案第１７号 

 

   太田市事務分掌条例の一部改正について 

 太田市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

太田市事務分掌条例の一部を改正する条例 

太田市事務分掌条例（平成１７年太田市条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中第１０号を第１１号とし、第４号から第９号までを１号ず

つ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 地域振興部 

第２条第４号中エからカまでを削り、同条中第１１号を第１２号と

し、第５号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の

１号を加える。 

⑸ 地域振興部 

ア 地域コミュニティに関する事項 

イ 行政センターに関する事項 

ウ 生涯学習に関する事項 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 

 

太田市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の制

定について 

太田市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例を次のと

おり制定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和

２７年法律第２８９号）附則第５項において準用する地方公営企業

法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規定に基づき、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５７条に規定する単

純な労務に雇用される職員（以下「技能労務職員」という。）の給与

の種類及び基準を定めるものとする。 

（給与の種類） 

第２条 技能労務職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法第２２

条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職員」

という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２ 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当

を除いた全額とする。 

３ 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身

赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤

務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 
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（給料表） 

第３条 給料については、職員の職務及び種類に応じ、必要な種類の

給料表を設けるものとする。 

２ 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設け

て定めるものとする。 

３ 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職

務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、 

地方公営企業法第３８条第２項及び第３項の規定の趣旨に従って

定めなければならない。 

（扶養手当） 

第４条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

て、その職員の扶養を受けているものをいう。 

⑴ 配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。第８条において同じ。） 

⑵ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

⑶ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

⑷ 満６０歳以上の父母及び祖父母 

⑸ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

弟妹 

⑹ 重度の心身障害者 

 （地域手当） 

第５条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、

当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する

職員に支給する。 

（住居手当） 

第６条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 

⑴ 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借
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り受け、市長が別に定める額を超える家賃（使用料を含む。以下

同じ。）を支払っている職員（市長が別に定める職員を除く。） 

⑵ 第８条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者

が居住するための住宅（市長が別に定める住宅を除く。）を借り受

け、市長が別に定める額を超える家賃を支払っているもの又はこ

れと権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定め

るもの 

（通勤手当） 

第７条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この号から第３号ま

でにおいて「交通機関等」という。）を利用して、その運賃又は料

金（以下この号から第３号までにおいて「運賃等」という。）を負

担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤

することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関

等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距

離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職

員を除く。） 

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるも

の（以下この号及び次号において「自動車等」という。）を使用す

ることを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道

２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

⑶ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、

自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等を利用し、

又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動

車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤
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距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

（単身赴任手当） 

第８条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移

転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が別に定めるや

むを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになっ

た職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は

公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を

考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められ

るもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給

する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、

通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であ

ると認められない場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上市長

が必要があると認める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手

当を支給する。 

（特殊勤務手当） 

第９条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務

その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、

その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの

に従事する職員に対して支給する。 

（時間外勤務手当） 

第１０条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命

ぜられた職員に対して、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時

間について支給する。 

（休日勤務手当） 

第１１条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務

することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について

支給する。 
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２ 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（代休日を指定されて、当該休日に割り

振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代

わる代休日をいい、毎日曜日を週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。以下同じ。）と定められている職員以外の職員にあっては、

当該休日が週休日に当たるときは、市長が別に定める日をいう。）及

び年末年始の休日等（１２月２９日から翌年の１月３日までの日

（同法に規定する休日を除く。以下同じ。）をいい、代休日を指定さ

れて、１２月２９日から翌年の１月３日までの日に割り振られた勤

務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該日に代わる代休日を

いう。）をいう。 

（夜間勤務手当） 

第１２条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後１０時から翌

日の午前５時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、

その間に勤務した全時間について支給する。 

（期末手当） 

第１３条 期末手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する

職員に対して、その在職期間に応じて支給する。 

（勤勉手当） 

第１４条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する

職員に対して、その者の勤務期間及び勤務成績に応じて支給する。 

 （退職手当） 

第１５条 職員が勤続期間６月以上で退職した場合又は勤続期間６月

未満で退職した場合で次の各号に掲げる場合のいずれかに該当す

るときは、退職手当を支給する。 

 ⑴ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を

生じたため退職した場合 

 ⑵ 傷い疾病により、その職に堪えず退職した場合 
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 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、本人の意に反して退職した場合 

 ⑷ 在職中に死亡した場合 

２ 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給し

ない。 

 ⑴ 地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した者 

 ⑵ 地方公務員法第２９条の規定により懲戒免職の処分を受けた者 

 ⑶ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第１１条の規定に違反 

して退職させられた者 

３ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条及び第２１条又

は船員法（昭和２２年法律第１００号）第４６条の規定により解雇

予告手当又は雇止手当を支払う場合においては、これに相当する額

を減額して退職手当を支給するものとする。 

４ 勤続期間１２月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法律

第１１６号）第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当する

ものとして市長が別に定めるものをいう。以下この条において同

じ。）にあっては、６月以上）で退職した職員が退職の日の翌日から

起算して１年以内に失業している場合においてその者が同法に規

定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないとき

は、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の

条件に従い、退職手当として支給する。 

（会計年度技能労務職員の給与の種類及び基準） 

第１６条 第２条及び第３条の規定にかかわらず、地方公務員法第２

２条の２第１項に規定する会計年度任用職員として任用される技

能労務職員の給与の種類及び基準については、太田市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年太田市条例第２７

号）の規定の適用を受ける者の例による。 

（委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し
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必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 太田市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年太田市条例

第６６号）の一部を次のように改正する。 

第３５条を削り、第３６条を第３５条とし、第３７条を第３６条

とする。 
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議案第１９号 

 

   太田市消防団条例の一部改正について 

 太田市消防団条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

                  

                 太田市長 清 水 聖 義   

 

太田市消防団条例の一部を改正する条例 

太田市消防団条例（平成１７年太田市条例第２４６号）の一部を次

のように改正する。 

第１１条ただし書中「火災及びその他の災害」を「災害等（火災、

水災、震災その他の消防機関が対応する必要がある災害又はそれらの

発生のおそれのある事象をいう。以下同じ。）」に改める。 

第１５条の見出しを「（報酬）」に改め、同条中「及び手当」を削り、

同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。ただし、機能別団

員には、年額報酬を支給しない。 

第１５条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、１月から３月まで、４月から６月ま

で、７月から９月まで及び１０月から１２月までの各区分による期

間（以下「四半期」という。）において勤務実績のない消防団員に

は、当該四半期については年額報酬を支給しない。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１５条関係） 

年額報酬 

区分 金額 
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基本団員 団長 年額 ３２４，２００円 

副団長 〃 １９８，０００円 

本部員 〃 １７２，３００円 

分団長 〃 １６７，２００円 

副分団長 〃 １０６，４００円 

部長 〃 ８３，０００円 

班長 〃 ７８，１００円 

団員 〃 ７２，０００円 

出動報酬 

区分 種別 支給単位 金額 

基本団員 災害等出動 ４時間以内の出動１回につき ４，０００円 

４時間を超え８時間以内の出

動１回につき 

８，０００円 

災害等出動

以外の出動 

４時間以内の警戒、訓練等に

係る出動１回につき 

２，０００円 

４時間を超え８時間以内の警

戒、訓練等に係る出動１回に

つき 

４，０００円 

その他団長の招集命令による

職務に従事した場合１回につ

き 

１，０００円 

機能別団員 １日につき ２，０００円 

備考  

１ この表において災害等出動とは、災害等のために出動したも

ののうち、消防長が別に定めるものをいう。 

２ この表において災害等出動以外の出動とは、災害等出動以外

で出動したもののうち、消防長が別に定めるものをいう。 

３ 災害等出動に係る出動報酬については、８時間を超える出動

となった場合は、８，０００円に１，０００円を加算し、以後

１時間を超えるごとに同額を加算する。 

附 則 
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この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

   太田市手数料条例の一部改正について 

 太田市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市手数料条例の一部を改正する条例 

太田市手数料条例（平成１７年太田市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

「  

危険物の貯蔵最大数量が１，

０００キロリットル以上５，

０００キロリットル未満の

もの 

１，１８０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が５，

０００キロリットル以上１

０，０００キロリットル未満

のもの 

１，４１０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が１

０，０００キロリットル以上

５０，０００キロリットル未

満のもの 

１，５９０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が５

０，０００キロリットル以上

１００，０００キロリットル

未満のもの 

１，９５０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が１

００，０００キロリットル以

上２００，０００キロリット

ル未満のもの 

２，２７０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が２

００，０００キロリットル以

上３００，０００キロリット

ル未満のもの 

４，５５０，０００円 

別表第７中 

を 
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危険物の貯蔵最大数量が３

００，０００キロリットル以

上４００，０００キロリット

ル未満のもの 

５，８２０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が４

００，０００キロリットル以

上のもの 

７，０７０，０００円 

                             」 

「  

 

                       」 

   附 則 

危険物の貯蔵最大数量が１，

０００キロリットル以上５，

０００キロリットル未満の

もの 

１，４５０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が５，

０００キロリットル以上１

０，０００キロリットル未満

のもの 

１，７２０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が１

０，０００キロリットル以上

５０，０００キロリットル未

満のもの 

１，９２０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が５

０，０００キロリットル以上

１００，０００キロリットル

未満のもの 

２，３６０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が１

００，０００キロリットル以

上２００，０００キロリット

ル未満のもの 

２，７４０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が２

００，０００キロリットル以

上３００，０００キロリット

ル未満のもの 

５，６４０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が３

００，０００キロリットル以

上４００，０００キロリット

ル未満のもの 

７，２４０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が４

００，０００キロリットル以

上のもの 

８，７９０，０００円 

に改める。 
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 この条例は、令和６年４月１日から施行する。                                             
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議案第２１号 

 

太田市男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に

関する条例の制定について 

太田市男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に関す

る条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に

関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の

推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、事業者及び教育関

係者の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要

な事項を定めることにより、性別等による不平等がなく、全ての人

が個人として尊重され、個性及び能力を発揮し、並びに社会的責任

を分かち合い、かつ、あらゆる分野における活動に参画できる社会

を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社
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会をいう。 

⑵ ジェンダー平等 市民一人ひとりが、社会的・文化的に形成さ

れた性別並びにジェンダーアイデンティティ、性的指向及び性表

現にかかわりなく、等しく権利、資源、機会、責任等を有するこ

とにより、その個性及び能力を十分に発揮できる状態をいう。 

⑶ 市民 市内に居住する者、市内で働く者、市内で学ぶ者その他

市内で活動する者をいう。 

⑷ 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、市内で事業活動を

行う個人及び法人その他の団体をいう。 

⑸ 教育関係者 市内において、学校教育又は社会教育に携わる個

人及び法人その他の団体をいう。 

⑹ 性別等 生物学的な性別、ジェンダーアイデンティティ、性的

指向等をいう。 

⑺ ジェンダーアイデンティティ 性的指向及びジェンダーアイ

デンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

（令和５年法律第６８号）第２条第２項に規定するジェンダーア

イデンティティをいう。 

⑻ 性的指向 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様

性に関する国民の理解の増進に関する法律第２条第１項に規定

する性的指向をいう。 

⑼ 性表現 服装、髪型、仕草、言葉遣い等自己の性についての表

現をいう。 

⑽ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 平成６年にエジプトのカ

イロで開催された国際人口開発会議で採択されたカイロ行動計

画に記載された女性の性及び生殖に関する健康及び権利をいう。 

⑾ ワーク・ライフ・バランス やりがい及び充実感を感じながら

働き、かつ、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域生活等

においても、多様な生き方を選択することができることにより、
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仕事と生活の調和が図られることをいう。 

⑿ セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる、労働者

の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働

者が労働条件について不利益を受け、又は性的な言動により就業

環境が害されることをいう。 

⒀ 婚姻、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント 職場に

おいて行われる上司又は同僚からの言動により、婚姻した労働者 

若しくは妊娠し、若しくは出産した女性労働者又は育児休業等の

申出をし、若しくはこれを取得した労働者の就業環境が害される

ことをいう。 

⒁ ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際相手その他の親

密な関係にある者又はあった者からの身体的、精神的、社会的、

経済的又は性的な暴力をいう。 

⒂ ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律（平

成１２年法律第８１号）第２条第４項に規定するストーカー行為

をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進は、次に

掲げる理念に基づいて行われなければならない。 

⑴ 全ての人が、性別等にかかわらず、個人として尊重され、かつ、

あらゆる暴力及び差別的な取扱いを受けることがないこと。 

⑵ 全ての人が、性別等にかかわらず、その個性及び能力を十分に

発揮することができる環境が整備されること。 

⑶ 全ての人が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野におけ

る活動方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保される

こと。 

⑷ 全ての人が、リプロダクティブ・ヘルス／ライツを理解し、か

つ、互いに尊重するとともに、対等な関係のもとで、生涯にわた
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り健康な生活を営むことができること。 

⑸ 全ての人が、性別等にかかわらずワーク・ライフ・バランスを

実現できること。 

⑹ 家事、育児及び介護をはじめとする家庭生活及び職場並びに学

校及び地域をはじめとする社会生活に存在する性別による固定

的な役割分担等を反映した社会制度又は慣行を見直すこと。 

⑺ 学校教育及び社会教育の場において、生涯を通して、男女共同

参画社会の形成及びジェンダー平等の推進に向けた取組が行わ

れること。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念に基づき、男女共同参画社会の形成及びジェ

ンダー平等の推進に関する施策を策定し、及び実施しなければなら

ない。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民、事業者及び教

育関係者との協働に努めるとともに、国、他の地方公共団体及び関

係団体と連携しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推進

について理解を深め、その推進に努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成及びジェンダー平

等の推進に関する施策に協力するとともに、その目的の達成に努め

るものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等の推

進について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、その推進に

努めるとともに、雇用の分野における均等な機会及び待遇の確保に

努めるものとする。 

２ 事業者は、全ての従業員がワーク・ライフ・バランスを実現でき
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る職場環境の整備に努めるものとする。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成及びジェンダー

平等の推進に関する施策に協力するとともに、その目的の達成に努

めるものとする。 

４ 事業者は、セクシュアル・ハラスメント及び婚姻、妊娠、出産、

育児休業等に関するハラスメントの根絶に努めるものとする。 

（教育関係者の責務） 

第７条 教育関係者は、男女共同参画社会の形成及びジェンダー平等

の推進についての理解を深めるとともに、その推進に果たす教育の

重要性を認識した上で、教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画社会の形成及びジェン

ダー平等の推進に関する施策に協力するとともに、その目的の達成

に努めなければならない。 

（性別等に起因する差別的な取扱い等の禁止） 

第８条 何人も、性別等に起因する差別的な取扱いその他の性別等に

起因する人権侵害を行ってはならない。 

２ 何人も、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為並び

にセクシュアル・ハラスメント及び婚姻、妊娠、出産、育児休業等

に関するハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、他人のジェンダーアイデンティティ又は性的指向に関し

て、公表を強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にし

てはならない。 

４ 何人も、情報の発信に当たっては、性別等による人権侵害に当た

る表現又は性別による役割分担を助長し、若しくは連想させる表現

を用いないよう配慮しなければならない。 

（基本計画） 

第９条 市は、市の区域における男女共同参画社会の形成及びジェン

ダー平等の推進に関する施策についての基本的な計画（以下「基本
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計画」という。）を定めなければならない。 

２ 市は、基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び教育関

係者の意見を反映するよう必要な措置を講じなければならない。 

３ 市は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（苦情等への対応） 

第１０条 市民、事業者及び教育関係者は、男女共同参画社会の形成

及びジェンダー平等の推進に関する事項について、市に対して、相

談を行い、又は苦情若しくは意見の申立てを行うことができる。 

２ 市は、前項の規定による相談又は苦情若しくは意見の申立てを受

けたときは、国、他の地方公共団体及び関係団体と連携し、その解

決に努めなければならない。 

（その他） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２２号 

 

太田市手数料条例の一部改正について 

太田市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市手数料条例の一部を改正する条例 

太田市手数料条例（平成１７年太田市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、第

１０条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第１２０条第１項若しくは第

１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録

されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付の項中「第

１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気

ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しく

は一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同表戸籍法第１０

条第１項、第１０条の２第１項から第５項まで又は第１２６条の規定

に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の項の次に次のよ

うに加える。 

戸籍法第１２０条の３第２項の規

定に基づく戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行（情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法

律（平成１４年法律第１５１号）

第７条第１項の規定により同法第 

戸籍電子証明書提供用識別符号１

件につき ４００円 
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６条第１項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法（総務省令

で定めるものに限る。以下この項

において同じ。）により戸籍電子

証明書提供用識別符号の発行を行

う場合（当該発行に係る戸籍電子

証明書の請求が同条第１項の規定

により同項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により行わ

れた場合に限る。）における当該

発行及び戸籍電子証明書提供用識

別符号の発行に係る戸籍電子証明

書の請求を行う者が同時に当該戸

籍電子証明書が証明する事項と同

一の事項を証明する戸籍の謄本若

しくは抄本又は戸籍証明書の請求

を行う場合における当該発行を除

く。） 

 

別表第２戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１

項若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは同法第

１２６条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は

同法第１２０条第１項若しくは第１２６条の規定に基づく磁気ディス

クをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若し

くは一部を証明した書面の交付の項中「第１２０条第１項」の次に「、

第１２０条の２第１項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除

かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」

を「除籍証明書」に改め、同表戸籍法第１２条の２において準用する

同法第１０条第１項若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規

定若しくは同法第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事

項に関する証明書の交付の項中「若しくは同法第１２６条」を「又は

同法第１２６条」に改め、同項の次に次のように加える。 
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戸籍法第１２０条の３第２項の規

定に基づく除籍電子証明書提供用

識別符号の発行（情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法

律第７条第１項の規定により同法

第６条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法により除

籍電子証明書提供用識別符号の発

行を行う場合（当該発行に係る除

籍電子証明書の請求が同項の規定

により同項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により行わ

れた場合に限る。）における当該

発行及び除籍電子証明書提供用識

別符号の発行に係る除籍電子証明

書の請求を行う者が同時に当該除

籍電子証明書が証明する事項と同

一の事項を証明する除かれた戸籍

の謄本若しくは抄本又は除籍証明

書の請求を行う場合における当該

発行を除く。） 

除籍電子証明書提供用識別符号１

件につき ７００円 

別表第２戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付

又は同法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届書その他市長の受理した書

類に記載した事項の証明書の交付の項中「又は同法」を「、同法」に

改め、「事項の証明書の交付」の次に「又は同法第１２０条の６第１項

の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」を加え、同表戸籍

法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含む。）の

規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務の項

中「事務」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届
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書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加え、「書類１

件につき」を「書類又は届書等情報の内容を表示したもの１件につき」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

太田市ふれあいセンター条例の一部改正について 

 太田市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

   太田市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 太田市ふれあいセンター条例（平成１７年太田市条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

 別表太田市南ふれあいセンターの部に次のように加える。 

和室１ ３０人 ４００円 ４００円 ４００円 １，２００円 

和室２ ４０人 ５００円 ５００円 ５００円 １，５００円 

和室３ ４０人 ５００円 ５００円 ５００円 １，５００円 

談話室  １時間につき１００円とする。ただし、１時間未満の利

用は、１時間とみなす。 

 別表備考中「利用時間は」を「太田市南ふれあいセンターの談話室 

以外の利用時間は」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２４号 

 

太田市行政センター条例の一部改正について 

 太田市行政センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

   太田市行政センター条例の一部を改正する条例 

 太田市行政センター条例（平成１７年太田市条例第２５号）の一部 

を次のように改正する。 

別表第１太田市休泊行政センターの部中 

「 

サークル室 ４５人 ６５０円 ６５０円 ６５０円 １，９５０円 

                            」 

「 

第１サーク

ル室 

４５人 ６５０円 ６５０円 ６５０円 １，９５０円 

第２サーク

ル室 

４５人 ６５０円 ６５０円 ６５０円 １，９５０円 

第３サーク

ル室 

４５人 ６５０円 ６５０円 ６５０円 １，９５０円 

                            」 

改める。    

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

を 

に 
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議案第２５号 

 

太田市体育施設条例の一部改正について 

太田市体育施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市体育施設条例の一部を改正する条例 

太田市体育施設条例（平成１７年太田市条例第１４４号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１新田体育施設の部太田市新田サッカー場の項の次に次の

ように加える。 
エアリススケートパーク太田 太田市新田金井町２６番地１ 

別表第２中 

「 

夜間照明（全面） 照明料（１時間につき） １，０００円 

４ 藪塚本町体育施設 

                                」 

「 

夜間照明（全面） 照明料（１時間につき） １，０００円 

 

⑻ エアリススケートパーク太田 

ア 専用利用 

金額 備考 

１５，０００円 （ア） 午前９時から午前１２時まで、午前１２時から

午後３時まで、午後３時から午後６時まで及び午

後６時から午後９時までそれぞれにつき 

（イ） 照明料は、１時間につき３，０００円とする。 に 

を 
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イ 個人利用 

区分 使用料 備考 

競技エリア 平日 高校生以下 ３００円 １日につき 

その他の者 ６００円 

土日祝 高校生以下 ３６０円 １日につき 

その他の者 ７２０円 

観覧エリア 全日 １００円 １日につき 

４ 藪塚本町体育施設                             

                           」 

改める。 

別表第３中 

「 

Ｄセット 椅子１，０００脚 ２２，０００円 

放送設備 

マット全面 

６ 太田市藪塚本町社会体育館 

                           」 

「 

Ｄセット 椅子１，０００脚 ２２，０００円 

放送設備 

マット全面 

６ エアリススケートパーク太田 

附属器具使用料 

器具の名称 金額 備考 

スケートボード ５００円 １台、1回につき 

ヘルメット ２００円 １個、1回につき 

プロテクター ３００円 １式、1回につき 

７ 太田市藪塚本町社会体育館 

                              」 

改める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

を 

に 
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議案第２６号 

 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成１７年太田市条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

学校衛生管理医 小中学校 〃 ３６，０００円 

市立太田高

校 

〃 ７２，０００円 

                             」 

「 

学校衛生管理医 小中学校 〃 ３６，０００円 

義務教育学

校 

〃 ７２，０００円 

市立太田高 〃 ７２，０００円 
                校   

                             」 

改める。 

を 

に 
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附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



38 

議案第２７号 

 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年太田市条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条第２項中「第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども」の

次に「の数」を、「公正な方法」の次に「（第４項において「選考方法」

という。）」を加え、同条第３項中「第１９条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子ども」の次に「の数」を加え、同条第４項中「特定

教育・保育施設」を「前２項の特定教育・保育施設」に、「前２項に規

定する選考の方法」を「選考方法」に改める。 

第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１０項」に改め

る。 

第３５条第２項中「第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」の次に「の数」を加える。 

第３６条第２項中「第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」の次に「の数」を加え、同条第
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３項中「第１９条第１号」とあるのは「第１９条第２号」と、「利用し

ている同号」とあるのは「利用している同条第１号又は第２号」を「特

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供

している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「利用の申込み

に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるの

は「利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、

「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と

あるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数」に改める。 

第５１条第２項中「第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」の次に「の数」を加える。 

第５２条第２項中「第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」の次に「の数」を加える。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



40 

議案第２８号 

 

太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について 

 太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

   太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２５年太田市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条第５項第５号中「第６５条」を「第６５条第１項」に改め、

同項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし

書中「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に、「同一施設内」を「同

一敷地内」に改める。 

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号

の次に次の２号を加える。 

⑻ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 
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⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加

える。 

⑸ 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当

該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を

削り、第１２号を第１１号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「当

該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業

所」に改める。 

第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第

７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

⑸ 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その



42 

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

⑶ 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号

の次に次の２号を加える。 

⑸ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録 
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第５９条の２０の３後段中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同

項第４号」を「同項第５号」に改める。 

第５９条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３

号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

⑶ 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

第５９条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項

第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５

号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 第５９条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６５条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定によ

る改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施

設」に改める。 

第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次

に次の２号を加える。 
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⑸ 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８２条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有

する診療所であるものに限る。）」を削る。 

第８３条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄

に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は

指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている

場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の

４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号

ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施
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設等の職務」に改め、同条第３項中「第１１２条」の次に「、第１９

２条第３項」を加える。 

第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条

中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号

を加える。 

⑺ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。 

第１０６条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは
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併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所」を削る。 

第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあ

ること等により」を削る。 

第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の

次に次の５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければなら

ない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種

協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に

規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定

感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発

生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わな

ければならない。 



47 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなけ

ればならない。 

第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条

の２」に改める。 

第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次

の１項を加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２

号アの規定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０．

９」とする。 

⑴ 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会

において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について

必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認している

こと。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次

号において「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

⑵ 介護機器を複数種類活用していること。 

⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を
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行っていること。 

⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減が行われていると認められること。 

第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に

基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保してい

ること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以

上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なけ

ればならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指

定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関

が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力

医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽

快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着
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型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければ

ならない。 

第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 

第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」

に改める。 

第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介

護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２

０５号）」を加える。 

第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、

当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機

関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見

直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わ

なければならない。 

第１６６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１６７条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」

に、「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定

する」を「の規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改め

る。 

第１７２条を次のように改める。 

（協力医療機関等） 

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急

変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協

力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院

に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関

を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこ
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ととしても差し支えない。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の

医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原

則として受け入れる体制を確保していること。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認すると

ともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関

との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が

可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福

祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければなら

ない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療

機関を定めておくよう努めなければならない。 

第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を

「の規定による」に改める。 
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第１７７条中「及び第５９条の１７第１項から第４項まで」を「、

第５９条の１７第１項から第４項まで及び第１０６条の２」に改める。 

第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニッ

ト型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１８９条中「第５９条の１７第１項から第４項まで」の次に「、

第１０６条の２」を加える。 

第１９１条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各

号に掲げる施設等」を削る。 

第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅

において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、

日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の

補助を」に改め、同条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０

号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模

多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に実施すること。 

第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規

定する」を「の規定による」に改める。 

第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条
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の２」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条

例による改正後の太田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第

３４条第３項（新条例第５９条、第５９条の２０、第５９条の２０

の３、第５９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８条、第１

４９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。 

 （身体拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、新条例

第９２条第７号及び第１９７条第７号の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなけれ

ば」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例

第１０６条の２（新条例第１２８条、第１４９条、第１７７条、第

１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同条中「しなければ」とあるのは、「するよう努めな

ければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例
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第１７２条第１項（新条例第１８９条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるの

は、「定めておくよう努めなければ」とする。 
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議案第２９号 

 

太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部改正について 

太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２５年太田市条例

第１０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定

による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医
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療施設をいう。第４４条第６項において同じ。）」を「健康保険法等

の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定に

よる改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設」に改める。 

第１０条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

 第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同

条第１６号とし、同条中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下

げ、第９号の次に次の２号を加える。 

⑽ 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その
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際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

第４４条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有

する診療所であるものに限る。）」を削る。 

第４５条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されてい

る場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条

例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所をいう。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（同項に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が、

指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

４７条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。）、

指定訪問介護事業者（群馬県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年群馬県条例第８８号。

以下「群馬県指定居宅サービス等基準条例」という。）第６条第１項

に規定する指定訪問介護事業者をいう。）又は指定訪問看護事業者（群

馬県指定居宅サービス等基準条例第６５条第１項に規定する指定訪問

看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営

を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは

法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を

「他の事業所、施設等の職務」に改める。 

第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同
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条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

 第６３条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会の設置） 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の

促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなけ

ればならない。 

第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

 第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にある

こと等により」を削る。 

第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次



58 

に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に

基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が

相談対応を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診

療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保して

いること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以

上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応 

を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なけ

ればならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１

１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項

において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感

染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第

８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関

が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力

医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽

快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防
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認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることがで

きるように努めなければならない。 

 第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

 第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条

例による改正後の太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（以下「新条例」という。）第３２条第３項（新条例第６５条及

び第８６条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあ

るのは、「削除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、新条例

第５３条第３項の規定の適用については、同項中「講じなければ」

とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新条例

第６３条の２（新条例第８６条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同条中「しなければ」とあるのは、「する
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よう努めなければ」とする。 
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議案第３０号 

 

太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例（平成３０年太田市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居

宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又

は法第１１５条の２３第３項の規定により地域包括支援センターの設

置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅

介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第１６条第２６号にお

いて同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護

支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の

数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が４４」に

改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団

法人国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康

保険中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理
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を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の

使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共

有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置し

ている場合における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が

４９又はその端数を増すごとに１とする。 

 第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対

し」を加え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用

具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割

合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の

指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって

提供されたものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項とし、

同条第７項各号列記以外の部分中「第４項」を「第５項」に改め、同

項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８

項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、

同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中

「第７項」を「第８項」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３

項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定

居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数

のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介

護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置

付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画
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に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅

サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供

されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めな

ければならない。 

 第１６条第２号の次に次の２号を加える。 

⑵の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。 

第１６条第１４号中「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師」を

「主治の医師等又は薬剤師」に改め、同条第１５号ア中「、利用者の

居宅を訪問し」を削り、同号中イをウとし、アの次に次のように加え

る。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによっ

て行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、

少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ

電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものと

する。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、

文書により利用者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項につい

て主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うこ
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とができること。 

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタ

リングでは把握できない情報について、担当者から提供を

受けること。 

 第１６条第３０号中「基づき」の次に「、地域包括支援センターの

設置者である」を加える。 

 第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

 第３２条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第

２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 第１６条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条

例による改正後の太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第２５条

第３項（新条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、
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「削除」とする。 
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議案第３１号 

 

太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部改正について 

太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

太田市長 清 水 聖 義   

 

太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成２７年太田市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予

防支援事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該

指定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供

に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。 

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事

業所（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２

項中「前項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である指
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定介護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の

２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項

の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介

護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」という。）

でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく

困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専

門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者と

することができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専

門員の職務に従事する場合 

⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定

介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対

し」を加え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事

業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては、介護支援専門

員。以下この章及び次章において同じ。）」を加える。 

第１３条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項

の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の

地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要

した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項

に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ
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いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

第１４条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平

成１１年厚生省令第３６号）」を削り、同条第４号中「規定」の次に「（第

３３条第２９号の規定を除く。）」を加える。 

第１６条第１項中「第４１条第１０項」を「法第４１条第１０項」

に改める。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」

を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

第３１条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

⑶ 第３３条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（同条第２号の２及び第２号の３において

「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３３条第２号の次に次の２号を加える。 

⑵の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 
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⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。 

第３３条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並び

に利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」

を削り、同号ウを同号オとし、同号イ中「訪問しない月」の次に「（イ

ただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する

月を除く。）」を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように

加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによっ

て行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、

サービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの

期間（以下この号において単に「期間」という。）について、

少なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面

接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレ

ビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、

文書により利用者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項につい

て主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うこ

とができること。 

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受ける

こと。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい

変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接す
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ること。 

第３３条に次の１号を加える。 

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、

法第１１５条の３０の２第１項の規定により市町村長から情報

の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１６条

第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条

例による改正後の太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）

第２４条第３項（新条例第３５条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」

とあるのは、「削除」とする。 
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議案第３２号 

 

   太田市介護保険条例の一部改正について 

太田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

   太田市介護保険条例の一部を改正する条例 

太田市介護保険条例（平成１７年太田市条例第１７１号）の一部を

次のように改正する。 

第８条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同項第１号中「３５，３００円」を「３

２，１００円」に改め、同項第２号中「５３，０００円」を「４８，

４００円」に改め、同項第３号中「５３，０００円」を「４８，７０

０円」に改め、同項第６号中「８８，３００円」を「９１，９００円」

に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第７号中「９４，０００円」

を「１０６，０００円」に改め、同号ア中「１９０万円」を「２１０

万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１

２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第８号中「１１６，

６００円」を「１２０，１００円」に改め、同号ア中「２９０万円」

を「３２０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１

号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第９号

中「１２７，２００円」を「１３４，３００円」に改め、同号ア中「４

００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を

「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、
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同項第１０号中「１３４，３００円」を「１４８，４００円」に改め、

同号ア中「７００万円」を「５２０万円」に改め、同号イ中「又は次

号イ」を「、次号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改

め、同項第１１号中「１４７，０００円」を「１６２，６００円」に

改め、同号ア中「１，０００万円」を「６２０万円」に改め、同号イ

中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１３号イ又は第１４号イ」

を加え、同項第１２号中「１５９，０００円」を「２０５，０００円」

に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１１号の次に次の３号を加

える。 

⑿ 次のいずれかに該当する者 １７６，７００円 

ア 合計所得金額が７２０万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

⒀ 次のいずれかに該当する者 １９０，８００円 

ア 合計所得金額が８２０万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

⒁ 次のいずれかに該当する者 １９７，９００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状
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態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）に該当する者を除く。） 

第８条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に、「２１，２００円」を「２０，１００円」に

改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に、「２１，２００円」を「２０，１００円」

に、「３５，３００円」を「３４，２００円」に改め、同条第４項中「令

和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「２１，２００円」を「２０，１００円」に、「４９，４００円」

を「４８，４００円」に改める。 

第１０条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、

第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第３９条第１項第１号

から第９号まで」を「第３９条第１項第１号から第１３号まで」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第８条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例

による。 
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議案第３３号 

 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成１７年太田市条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１農業委員会の項中「７４４，０００円」を「８８８，００

０円」に、「５７６，０００円」を「６９６，０００円」に、「４８

０，０００円」を「５７６，０００円」に、「４２０，０００円」を

「５０４，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第３４号 

 

太田市手数料条例の一部改正について 

太田市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市手数料条例の一部を改正する条例 

太田市手数料条例（平成１７年太田市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第６建築基準法第８７条の３第７項の規定に基づく使用の許

可の申請に対する審査の項の次に次のように加える。 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７

条の１２第６項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の

模様替の認定の申請に対する審査 

２７，０００円 

建築基準法施行令第１３７条の１２第７項の規定に基づく

大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審

査 

２７，０００円 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第３５号 

 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係

手数料条例の一部改正について 

 太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義    

 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係

手数料条例の一部を改正する条例 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数

料条例（平成２８年太田市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

題名を次のように改める。 

太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関

係手数料条例 

第１条中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

第１条の２第２項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則」に改める。 

第２条第１項第１号中「省令第１０条第２号イ(１)及びロ(１)に規

定する基準」の次に「、同号イ(１)及びロ(２)に規定する基準、同号

イ(２)及びロ(１)に規定する基準」を加え、同項第３号イ（イ）中「省

令第１０条第１号イ(１)及びロ(１)に規定する基準」の次に「、同号
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イ(１)及びロ(２)に規定する基準、同号イ(２)及びロ(１)に規定する

基準」を加え、同条第３項の表第１号の項中「省令第１０条第２号イ

(１)及びロ(１)に規定する基準」の次に「、同号イ(１)及びロ(２)に

規定する基準、同号イ(２)及びロ(１)に規定する基準」を加え、同表

第３号イ（イ）の項中「省令第１０条第１号イ(１)及びロ(１)に規定

する基準」の次に「、同号イ(１)及びロ(２)に規定する基準、同号イ

(２)及びロ(１)に規定する基準」を加える。 

第３条第１項第１号中「省令第１条第１項第２号イ(１)及びロ(１)

に規定する基準」の次に「、同号イ(１)及びロ(２)に規定する基準、

同号イ(１)及びロ(３)に規定する基準、同号イ(２)及びロ(１)に規定

する基準 、同号イ(３)及びロ(１)に規定する基準」を、「同号イ(２)

及びロ(２)に規定する基準」の次に「、同号イ(２)及びロ(３)に規定

する基準又はイ(３)及びロ(２)に規定する基準」を加え、同条第２項

の表第１号の項中「省令第１条第１項第２号イ(１)及びロ(１)に規定

する基準」の次に「、同号イ(１)及びロ(２)に規定する基準、同号イ

(１)及びロ(３)に規定する基準、同号イ(２)及びロ(１)に規定する基

準 、同号イ(３)及びロ(１)に規定する基準」を、「同号イ(２)及びロ

(２)に規定する基準」の次に「、同号イ(２)及びロ(３)に規定する基

準又は同号イ(３)及びロ(２)に規定する基準」を加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条及び

第３条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議案第３６号 

 

   太田市空家等対策の推進に関する条例の一部改正について 

太田市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

   太田市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例 

太田市空家等対策の推進に関する条例（平成２７年太田市条例第５

２号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

３ この条例において「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われ

ていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するこ

ととなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。 

 第３条中「を行わなければ」を「に努めるとともに、市が実施する

空家等に関する施策に協力するよう努めなければ」に改める。 

第４条中「第６条第１項」を「第７条第１項」に、「その他の空家

等に関する」を「その他の空家等に関して」に、「ものとする」を「よ

う努めなければならない」に改める。 

第５条第１項中「ものとする」を「よう努めなければならない」に

改め、同条第２項中「市民等は、」の次に「管理不全空家等又は」を

加える。 

第６条中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

第７条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

第１０条中「第１３条」を「第１５条」に改める。 
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第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条の次

に次の１条を加える。 

（緊急安全措置） 

第１１条 市長は、空家等の状態に起因して人の生命、身体又は財産

に被害が生ずるおそれがあり、かつ、当該被害を防止するための緊

急の必要があると認めるときは、当該被害を防止するために必要な

最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じようとする場合においては、あらかじ

め、当該措置を講じようとする空家等の所有者等に対し、当該措置

に係る空家等の所在地及び当該措置の内容の通知（過失がなくて当

該所有者等を確知することができない場合にあっては、公告）をし

なければならない。ただし、緊急、かつ、やむを得ないと認められ

る場合は、当該措置を講じた後に当該所有者等に通知し、又は公告

するものとする。 

３ 市長は、第１項の措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所

有者等に請求するものとする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３７号 

 

   太田市公共下水道事業設置条例の一部改正について 

 太田市公共下水道事業設置条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

   太田市公共下水道事業設置条例の一部を改正する条例 

 太田市公共下水道事業設置条例（平成１７年太田市条例第２２８号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条の表新田処理区の項中「２５，１８０」を「２６，４１９」

に、「７８３．６」を「７９２．１」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３８号 

 

   太田市公園条例の一部改正について 

 太田市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年２月１５日提出 

                  

                 太田市長 清 水 聖 義  

 

太田市公園条例の一部を改正する条例 

太田市公園条例（平成１７年太田市条例第２２３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第４第３号の表を次のように改める。 

⑶ 公園を占用する場合 

占用物件名 単位 金額 

第１種電柱 １本１年につき ５７０円 

第２種電柱 ８７０円 

第３種電柱 １，２００円 

第１種電話柱 ５１０円 

第２種電話柱 ８１０円 

第３種電話柱 １，１００円 

その他の柱類 ５１円 

共架電線その他上空に設ける線類 １メートル１年につき ５円 

地下に設ける電線その他の線類 ３円 

変圧塔その他これに類するもの １個１年につき １，０００円 

電柱、電話柱、電線、変圧塔その他これらに

類するもので上記以外のもの 

１平方メートル１年につき １，０００円 

管類 外径が０．０７メートル未満のもの １メートル１年につき ２１円 

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの 

３０円 
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外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの 

４５円 

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの 

６１円 

外径が０．２メートル以上０．３メ

ートル未満のもの 

９１円 

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの 

１２０円 

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの 

２１０円 

外径が０．７メートル以上１メート

ル未満のもの 

３００円 

外径が１メートル以上のもの ６１０円 

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これら

に類する施設で地下に設けられるもの 

１平方メートル１年につき １，０００円 

公衆電話所 １個１年につき １，０００円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４２０円 

競技会、集会、展示会等の催しのための仮設

工作物 

１平方メートル１日につき １８円 

標識 １本１年につき ８１０円 

索道及び鋼索鉄道 １平方メートル１年につき １，０００円 

工事用足場、詰所その他の工事用施設 １平方メートル１月につき １８０円 

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 １８０円 

市街地再開発事業によって建築される施設建

築物に入居することとなるものを一時収容す

るため必要な施設 

１００円 

その他の物件 使用の形態を勘案してその都度市長が定める

額 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 改正後の別表第４第３号の表の規定は、この条例の施行の日以後

の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第３９号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり消防ポンプ自動車を取得するものとする。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 取 得 財 産  消防ポンプ自動車 ２台 

２ 取得の目的  消防団の消防装備の充実強化を図るため 

３ 取得予定価格  ３９，０７５，０８０円 

４ 取得の方法  指名競争入札 

５ 契約の相手方  茨城県古河市幸町１番４５号 

           小池株式会社 

            代表取締役 小 池 裕 之 
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財産の取得について附属資料 

 

１ 取得財産の概要 

項   目 内 容 

車両の種類 消防ポンプ自動車 

車両総重量 ５．０ｔ未満 

エンジン 水冷直列ディーゼルエンジン 

総排気量 ４．００Ｌ以上 

最高出力 １３０ＰＳ以上 

積 載 品 
救助資機材、救急資機材、手動式ホースカー、ＬＥ

Ｄ発電照明装置、ドライブレコーダー等 

仕 様 

シ ャ シ：トヨタダイナ消防シャシ 

キ ャ ブ：４ドアダブルキャブハイルーフ型 

二輪駆動方式 

ポ ン プ：Ａ－２級二段バランスタービンポ 

ンプ 

規格放水性能：０．８５ＭＰａにおいて放水量毎 

       分２．６㎥以上 

 

２ 契約履行期間 

契約締結の日から 

令和７年３月３１日まで 

 

３ 配置先 

太田市消防団 

第２分団第２部（飯塚町） 

第３分団第１部（高林東町） 

 

４ 指名競争入札指名業者 
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ジーエムいちはら工業株式会社 

株式会社モリタ東京支店 

温井自動車工業株式会社 

株式会社佐藤工業所 

小池株式会社 

株式会社ナカムラ消防化学東京営業所 

日本機械工業株式会社本社営業部 

長野ポンプ株式会社東京営業所 
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議案第４０号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり小学校教師用指導書一式を取得するものとする。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義  

 

１ 取 得 財 産  小学校教師用指導書一式 

２ 取得の目的  小学校用教科書の改訂に伴い、市立小学校（義 

務教育学校の前期課程を含む。）における学習

指導用として取得するもの 

３ 取得予定価格    ７７，１３６，８４０円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

４ 取得の方法  随意契約 

５ 契約の相手方  太田市本町１４番２７号 

           株式会社ナカムラヤ 

            代表取締役社長 中 村 光 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

財産の取得について附属資料 

 

１ 取得財産の概要 

区分 
取得数

（冊） 

取得予定価格 

（円） 

第１学年用指導書（ひろがる言葉小

学校国語 １上 ほか１５種類） 
５３０ ９，１１７，３５０ 

第２学年用指導書（ひろがる言葉小

学校国語 ２上 ほか１１種類） 
３５５ ７，１４９，６７０ 

第３学年用指導書（ひろがる言葉小

学校国語 ３上 ほか１９種類） 
５７７ １４，０３４，５７０ 

第４学年用指導書（ひろがる言葉小

学校国語 ４上 ほか１８種類） 
５５５ １２，２９４，１５０ 

第５学年用指導書（ひろがる言葉小

学校国語 ５上 ほか２１種類） 
６９４ １６，９９８，３００ 

第６学年用指導書（ひろがる言葉小

学校国語 ６上 ほか２３種類） 
７４３ １７，５４２，８００ 

合   計 ３，４５４ ７７，１３６，８４０ 

 

２ 契約履行期間 

  契約締結の日から 

  令和６年３月２５日まで 
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議案第４１号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

  市道路線を次のとおり廃止し、及び認定したいので、道路法（昭和

２７年法律第１８０号）第１０条第３項及び第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   
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議案第４２号 

 

（仮称）太田市スケートパーク本体整備工事請負契約の変更に

ついて 

令和５年６月１５日に契約を締結した（仮称）太田市スケートパー

ク本体整備工事請負契約について、その一部を変更する契約を次のと

おり締結するものとする。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 目    的  （仮称）太田市スケートパーク本体整備工事 

２ 工 事 場 所  太田市新田金井町地内 

３ 契 約 金 額  変更前 １２９，８００，０００円 

          変更後 １６７，０１３，０００円 

４ 契約の相手方  太田市下小林町６２番地１ 

           岩崎工業株式会社 

            代表取締役 岩 崎 武 則  
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（仮称）太田市スケートパーク本体整備工事請負契約の変更に

ついて附属資料 

 

１ 工事の概要 

  敷地造成工     一式 

スケートパーク工  一式 

  施設工       一式 

  排水設備工     一式 

  給水設備工     一式 

  給電設備工     一式 

 

２ 工期 

  変更前 着 工 年 月 日 令和５年６月１６日 

      完成予定年月日 令和６年３月１５日 

  変更後 着 工 年 月 日 令和５年６月１６日 

      完成予定年月日 令和６年５月３１日 

 

３ 契約変更理由 

  当初は観覧席のみ日陰を設ける予定であったが、地元の愛好家団

体より日陰増設の強い要望があった。他市の同様施設へヒアリング

したところ、特に夏場の日陰ニーズは大きいとのことで、実際に増

設した施設も多かった。これを踏まえ、本施設の現場条件やコスト

を考慮した上で、園路の一部にシェルターを増設したい。 

また、当初想定できていなかった環境への配慮について、シェル

ター一体型の太陽光発電設備があると分かったことから、本施設の

想定使用電力量、売電収益等を再検証した上で、観覧席のシェルタ

ーを太陽光発電設備一体型の二次製品へ変更したい。 
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